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目
　
　
次

�

ペ
ー
ジ

告
　
　
　
示

〇
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く

　

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定�

（
障
害
福
祉
課
）　
　

一

〇
昭
和
四
十
七
年
宮
城
県
告
示
第
二
百
六
十
五
号
（
農
業
振
興
地
域
の
指
定
）
の
一
部

　

改
正�

（
農
業
振
興
課
）　
　

一

〇
昭
和
四
十
八
年
宮
城
県
告
示
第
百
六
号
（
農
業
振
興
地
域
の
指
定
）
の
一
部
改
正�

（　
　

同　
　

）　
　

二

〇
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
縦
覧�

（
農
村
振
興
課
）　
　

四

〇
保
安
林
の
指
定
の
解
除
（
三
件
）�

（
森
林
整
備
課
）　
　

四

〇
保
安
林
の
指
定
の
予
定�

（　
　

同　
　

）　
　

五

〇
保
安
林
の
指
定
の
解
除
の
予
定�
（　
　

同　
　

）　
　

五

〇
公
有
水
面
埋
立
て
の
免
許
出
願�

（
水
産
業
基
盤
整
備
課
）　
　

六

〇
海
岸
保
全
区
域
の
変
更�

（　
　

同　
　

）　
　

六

〇
都
市
計
画
決
定
の
図
書
の
写
し
の
縦
覧
（
三
件
）�

（
都
市
計
画
課
）　
　

七

〇
都
市
計
画
の
変
更�

（　
　

同　
　

）　
　

七

公
　
　
　
告

〇
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了�

（
建
築
宅
地
課
）　
　

八

告
　
　
　
示

〇
宮
城
県
告
示
第
百
九
十
一
号

　

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第

二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十

一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
三
月
三
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地　
　
　
　
　

指
定
障
害
福
祉
サ�

ー
ビ
ス
の
種
類　

設
置
者
名

指
定
年
月
日

〇
四
一
○
二
一
○
一
七
三

の
ぞ
み

石
巻
市
桃
生
町
神
取
字

山
下
四
十
四
番
地
一

自
立
訓
練
（
生
活

訓
練
）

就
労
移
行
支
援

株
式
会
社
希
望

の
光

平
成
二
十
七
年

三
月
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
百
九
十
二
号

　

農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
八
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
昭

和
四
十
七
年
宮
城
県
告
示
第
二
百
六
十
五
号
（
農
業
振
興
地
域
の
指
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十

七
年
三
月
三
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
農
業
振
興
課
）
及
び
仙
台
地
方
振
興
事
務
所
に
備
え
置
い
て
、

縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
三
月
三
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

名
取
市
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
区
域
㈣
中
「
字
南
」
を
「
字
南
（
た
だ
し
一
九
番
三
、
二
二
番
四
、
二
二
番
五
、
二
三

番
四
、
二
三
番
五
、
二
四
番
四
、
二
四
番
五
、
二
六
番
三
、
二
六
番
四
、
二
八
番
五
、
二
八
番
六
、
三
〇
番
三
、
三
〇

番
四
、
三
一
番
四
、
三
一
番
五
、
三
三
番
三
、
三
三
番
四
、
三
四
番
三
か
ら
三
四
番
五
ま
で
、
三
六
番
五
か
ら
三
六
番

七
ま
で
、
三
七
番
一
、
三
七
番
五
、
三
七
番
六
、
三
八
番
一
、
三
八
番
五
、
三
八
番
六
、
三
九
番
一
、
三
九
番
五
、
三

九
番
六
、
四
〇
番
一
、
四
〇
番
四
、
四
〇
番
五
、
四
一
番
一
、
四
一
番
四
、
四
一
番
五
、
四
三
番
一
、
四
三
番
三
、
四

三
番
四
、
四
四
番
一
、
四
四
番
四
、
四
五
番
一
、
四
五
番
五
か
ら
四
五
番
八
ま
で
を
除
く
。）」
に
、「
字
下
札
前
」
を
「
字

下
札
前
（
た
だ
し
一
六
一
番
一
、
一
六
四
番
二
、
一
六
七
番
二
、
一
六
七
番
三
、
一
六
八
番
二
か
ら
一
六
八
番
七
ま
で
、

一
六
九
番
一
、
一
七
七
番
一
、
一
八
八
番
二
、
一
八
九
番
二
、
一
九
〇
番
二
、
一
九
〇
番
五
、
一
九
八
番
一
、
二
〇
〇

番
一
、
二
〇
一
番
一
、
二
〇
二
番
一
、
二
六
〇
番
か
ら
二
六
九
番
ま
で
、
二
八
九
番
を
除
く
。）」
に
、「
字
稔
田
」
を
「
字

稔
田
（
た
だ
し
八
八
番
四
、
八
八
番
六
、
一
〇
〇
番
三
、
一
〇
〇
番
六
、
一
〇
一
番
二
、
一
五
五
番
四
、
一
六
六
番
三
、

一
六
六
番
四
、
一
六
七
番
四
、
一
六
七
番
五
、
一
七
一
番
五
、
一
七
二
番
五
、
一
七
三
番
四
、
二
八
九
番
か
ら
二
九
一

番
ま
で
を
除
く
。）」
に
、「
字
下
道
清
」
を
「
字
下
道
清
（
一
番
一
、
一
番
六
か
ら
一
番
八
ま
で
、
三
番
一
、
三
番
三
、

六
番
一
、
一
三
番
一
、
二
三
番
一
、
二
三
番
三
、
二
三
番
四
、
二
四
番
一
、
二
四
番
三
、
二
四
番
四
、
二
五
番
一
、
二

五
番
三
、
二
五
番
四
、
二
六
番
一
、
二
六
番
三
、
二
六
番
四
、
二
七
番
一
、
二
七
番
三
、
二
七
番
四
、
二
八
番
一
、
二

八
番
三
、
二
八
番
四
、
二
九
番
一
、
二
九
番
三
、
二
九
番
四
、
三
〇
番
一
、
三
〇
番
三
、
三
一
番
一
、
三
一
番
三
、
三

一
番
四
、
三
二
番
一
、
三
二
番
三
、
三
二
番
四
、
三
三
番
二
、
三
四
番
二
、
三
五
番
二
、
三
六
番
二
、
三
六
番
三
、
三
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七
番
三
か
ら
三
七
番
五
ま
で
、
五
三
番
一
、
五
三
番
三
、
五
三
番
四
、
五
四
番
二
、
一
五
九
番
を
除
く
。）」
に
改
め
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
百
九
十
三
号

　

農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
八
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
昭

和
四
十
八
年
宮
城
県
告
示
第
百
六
号
（
農
業
振
興
地
域
の
指
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
七
年
三

月
三
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
農
業
振
興
課
）
及
び
仙
台
地
方
振
興
事
務
所
に
備
え
置
い
て
、

縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
三
月
三
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
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〇
宮
城
県
告
示
第
百
九
十
四
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
県
営
伊
豆
沼
二
工
区
地

区
土
地
改
良
事
業
（
農
業
競
争
力
強
化
基
盤
整
備
事
業
（
農
地
整
備
事
業
））
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の

規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
こ
の
土
地
改
良
事
業
計
画
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
縦
覧
期
間
満
了
の

日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内
に
宮
城
県
知
事
に
異
議
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
こ
の
異
議
申

立
て
に
対
す
る
決
定
に
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
同
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日

の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
か
月
以
内
に
宮
城
県
を
被
告
と
し
て
仙
台
地
方
裁
判
所
に
こ
の
決
定
に
対
す
る
取
消
し
の
訴

え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
三
月
三
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称

　
　

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二　

縦
覧
期
間

　
　

平
成
二
十
七
年
三
月
三
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三　

縦
覧
場
所

　
　

登
米
市
役
所

　
　

栗
原
市
役
所

〇
宮
城
県
告
示
第
百
九
十
五
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安

林
の
指
定
を
解
除
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
三
月
三
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

石
巻
市
渡
波
字
満
和
多
二
八
の
六
、
三
七
の
五
、
字
本
網
五
の
六
、
六
の
五

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　

魚
つ
き

三　

解
除
の
理
由

　
　

道
路
用
地
と
す
る
た
め

〇
宮
城
県
告
示
第
百
九
十
六
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
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林
の
指
定
を
解
除
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
三
月
三
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

牡
鹿
郡
女
川
町
石
浜
字
崎
山
九
九
の
二
・
一
〇
〇
（
以
上
二
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　

魚
つ
き

三　

解
除
の
理
由

　
　

道
路
用
地
と
す
る
た
め

　

（「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
）
及
び
女
川
町
役
場
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
百
九
十
七
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安

林
の
指
定
を
解
除
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
三
月
三
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　

�　

東
松
島
市
大
曲
字
上
納
前
一
四
一
の
三
、
一
四
二
の
一
・
一
四
四
の
三
（
以
上
二
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部

分
に
限
る
。）

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　

風
害
の
防
備

三　

解
除
の
理
由

　
　

用
排
水
路
用
地
と
す
る
た
め

　

（「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
）
及
び
東
松
島
市
役
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
百
九
十
八
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を

す
る
予
定
で
あ
る
旨
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
七
年
三
月
三
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

　
　

栗
原
市
一
迫
字
長
崎
青
木
二
七
の
一
四
、
字
長
崎
論
田
二
三
の
五

二　

指
定
の
目
的

　
　

水
源
の
涵か
ん

養

三　

指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

㈠　

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

　
　

㈡�　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整

備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

㈢　

間
伐
そ
の
他
特
別
の
場
合
の
伐
採
に
係
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
）
及
び
栗
原
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
百
九
十
九
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を

解
除
す
る
予
定
で
あ
る
旨
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
七
年
三
月
三
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一
１　

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　
　

仙
台
市
（
国
有
林
。
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

　

２　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
　

水
源
の
涵か

ん

養

　

３　

解
除
の
理
由

　
　
　

道
路
用
地
と
す
る
た
め

二
１　

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　
　

仙
台
市
（
国
有
林
。
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

　

２　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
　

土
砂
の
崩
壊
の
防
備

　

３　

解
除
の
理
由

　
　
　

道
路
用
地
と
す
る
た
め

　

（「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
）
及
び
仙
台
市
役
所
に
備
え
置
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い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
号

　

公
有
水
面
埋
立
法（
大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号
）第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、次
の
と
お
り
免
許
出
願
が
あ
っ

た
。

　

な
お
、
同
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
出
願
及
び
関
係
図
書
の
縦
覧
は
、
宮
城
県
農
林
水
産
部
水
産
業
基
盤
整
備

課
及
び
宮
城
県
東
部
地
方
振
興
事
務
所
水
産
漁
港
部
で
行
う
。

　
　

平
成
二
十
七
年
三
月
三
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

出
願
年
月
日

　
　

平
成
二
十
七
年
二
月
四
日

二　

出
願
人
の
名
称

　
　

女
川
町

三　

埋
立
区
域
及
び
埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
施
行
区
域

　

１　

埋
立
区
域

　
　

一　

位　

置

　
　
　
　

第
一
種
尾
浦
漁
港
区
域
内

　
　
　
　

牡
鹿
郡
女
川
町
尾
浦
町
四
十
二
番
三
、
四
十
二
番
五
及
び
四
十
二
番
七
に
隣
接
す
る
公
有
水
面

　
　

二　

区　

域

　
　
　

�　

次
の
各
点
を
順
次
に
直
線
で
結
ん
だ
線
及
び
イ
点
と
ヘ
点
と
を
結
ぶ
春
分
秋
分
の
満
潮
位
（
Ｄ
Ｌ
＋
一
・
五

〇
メ
ー
ト
ル
）
に
お
け
る
公
有
水
面
と
陸
地
と
の
境
界
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

　
　
　
　

イ
点�　

牡
鹿
郡
女
川
町
尾
浦
字
鯛
ノ
浜
百
十
四
番
地
内
に
設
置
し
た
基
点
（
北
緯
三
八
度
二
七
分
二
三
秒　

東
経
一
四
一
度
二
九
分
四
六
秒
）
か
ら
二
〇
〇
度
三
四
分
三
七
秒　

三
九
五
・
三
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

ロ
点　

イ
点
か
ら　
　

六
五
度
一
一
分
一
九
秒　
　

二
三
・
二
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

ハ
点　

ロ
点
か
ら　

一
五
五
度
一
一
分
一
九
秒　
　

五
八
・
二
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

ニ
点　

ハ
点
か
ら　
　

六
五
度
一
一
分
一
九
秒　
　
　

一
・
八
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

ホ
点　

ニ
点
か
ら　

一
五
五
度
一
一
分
一
九
秒　
　
　

五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

ヘ
点　

ホ
点
か
ら　

二
一
九
度
四
八
分
四
二
秒　
　

一
一
・
七
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

三　

面　

積

　
　
　
　

一
、
四
二
五
・
八
二
平
方
メ
ー
ト
ル
（
埋
立
区
域
）

　

２　

埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
施
行
区
域

　
　

一　

位　

置

　
　
　
　

第
一
種
尾
浦
漁
港
区
域
内

　
　
　

�　

牡
鹿
郡
女
川
町
尾
浦
町
四
十
二
番
三
、
四
十
二
番
四
、
四
十
二
番
五
、
四
十
二
番
七
及
び
四
十
二
番
八
並
び

に
尾
浦
字
田
ノ
浜
四
十
四
番
、
四
十
五
番
、
四
十
七
番
一
及
び
四
十
七
番
二
に
隣
接
す
る
公
有
水
面

　
　

二　

区　

域

　
　
　
　

次
の
各
点
を
順
次
に
直
線
で
結
ん
だ
線
及
び
A
点
と
C
点
と
を
結
ぶ
春
分
秋
分
の
満
潮
位
（
Ｄ
Ｌ
＋
一
・
五

　
　
　

〇
メ
ー
ト
ル
）
に
お
け
る
公
有
水
面
と
陸
地
と
の
境
界
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

　
　
　
　

A
点�　

牡
鹿
郡
女
川
町
尾
浦
字
鯛
ノ
浜
百
十
四
番
地
内
に
設
置
し
た
基
点
（
北
緯
三
八
度
二
七
分
二
三
秒　

東
経
一
四
一
度
二
九
分
四
六
秒
）
か
ら
二
〇
六
度
二
六
分
五
七
秒　

三
六
〇
・
九
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

B
点　

A
点
か
ら　
　

六
五
度
一
一
分
一
九
秒　
　
　

七
五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

C
点　

B
点
か
ら　

一
五
五
度
一
一
分
一
九
秒　
　

一
四
四
・
六
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

三　

面　

積

　
　
　
　

九
、
九
四
八
・
七
三
平
方
メ
ー
ト
ル
（
施
行
区
域
）

四　

埋
立
地
の
用
途

　
　

漁
港
施
設
用
地

五　

縦
覧
期
間　
　

　
　

平
成
二
十
七
年
三
月
三
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
三
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
一
号

　

海
岸
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
一
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
昭
和
四
十
五
年
宮
城
県
告
示
第
三
百

二
十
一
号
（
海
岸
保
全
区
域
の
指
定
）
で
指
定
し
た
海
岸
保
全
区
域
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
三
月
三
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

海
岸
の
名
称

指　
　
　
　

定　
　
　
　

区　
　
　
　

域

沿
岸
名

漁
港
名

地　

区

海
岸
名

三
陸
南

沿　

岸

志
津
川

漁　

港

林
地
区

海　

岸

㈠　

点
の
位
置

　

基
点
チ
点
は
昭
和
三
十
九
年
十
二
月
一
日
宮
城
県
告
示
第
六
百
九
十
四
号
で

指
定
済
の
点

補
助
点
リ
点
は
チ
点
か
ら
百
五
十
六
度
百
二
十
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　

ヌ
点
は
リ
点
か
ら
百
十
度
四
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　

ル
点
は
ヌ
点
か
ら
百
六
十
四
度
百
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　

オ
点
は
ル
点
か
ら
百
四
十
一
度
三
十
分
七
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　

ワ
点
は
オ
点
か
ら
百
六
十
九
度
七
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　

カ
点
は
ワ
点
か
ら
二
百
七
度
三
十
分
百
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　

ヨ
点
は
カ
点
か
ら
百
四
十
一
度
七
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　

タ
点
は
ヨ
点
か
ら
百
八
十
八
度
三
十
分
三
百
二
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　

レ
点
は
タ
点
か
ら
百
八
十
度
八
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点
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ソ
点
は
レ
点
か
ら
百
十
二
度
四
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　

ツ
点
は
ソ
点
か
ら
百
六
十
八
度
三
十
分
百
八
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　

ネ
点
は
ツ
点
か
ら
百
四
十
三
度
三
十
分
百
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　

ナ
点
は
ネ
点
か
ら
百
六
十
度
三
十
分
百
八
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　

ラ
点
は
ナ
点
か
ら
七
十
度
三
十
分
六
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　

ム
点
は
タ
点
か
ら
百
十
八
度
四
十
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　

ウ
点
は
カ
点
か
ら
六
十
七
度
三
十
分
百
三
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　

エ
点
は
チ
点
か
ら
六
十
六
度
三
十
分
五
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

㈡　

区
域

　

�　

チ
、
リ
、
ヌ
、
ル
、
オ
、
ワ
、
カ
、
ヨ
、
タ
、
レ
、
ソ
、
ツ
、
ネ
、
ナ
、

ラ
、
ム
、
ウ
、
エ
及
び
チ
の
各
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区

域

三
陸
南

沿　

岸

志
津
川

漁　

港

大
森
、

袖
浜
地

区
海
岸
　

次
に
掲
げ
る
イ
点
か
ら
ナ
点
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
直
線
及
び
イ
点
と
ナ
点
を

結
ん
だ
直
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

基
点
Ｄ
点�　

一
級
基
準
点
Ｈ
二
三－

五
四　

本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
旭
ヶ
浦

十
七
番
一

イ
点�　

基
点
Ｄ
点
か
ら
一
一
八
度
三
〇
分
〇
〇
秒
三
八
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の

地
点

ロ
点　

イ
点
か
ら
五
四
度
〇
〇
分
〇
〇
秒
七
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ハ
点　

ロ
点
か
ら
六
二
度
〇
〇
分
〇
〇
秒
一
八
五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ニ
点　

ハ
点
か
ら
九
度
〇
〇
分
〇
〇
秒
八
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ホ
点　

ニ
点
か
ら
三
五
度
〇
〇
分
〇
〇
秒
一
五
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ヘ
点　

ホ
点
か
ら
三
四
〇
度
〇
〇
分
〇
〇
秒
四
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ト
点　

ヘ
点
か
ら
三
〇
度
〇
〇
分
〇
〇
秒
六
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

チ
点　

ト
点
か
ら
六
九
度
三
〇
分
〇
〇
秒
一
五
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

リ
点　

チ
点
か
ら
一
〇
七
度
〇
〇
分
〇
〇
秒
一
六
五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ヌ
点　

リ
点
か
ら
一
四
六
度
〇
〇
分
〇
〇
秒
七
五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ル
点　

ヌ
点
か
ら
一
〇
四
度
〇
〇
分
〇
〇
秒
三
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

オ
点　

ル
点
か
ら
三
三
度
〇
〇
分
〇
〇
秒
三
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ワ
点　

オ
点
か
ら
五
一
度
〇
〇
分
〇
〇
秒
五
五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

カ
点　

ワ
点
か
ら
一
六
二
度
三
〇
分
〇
〇
秒
五
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ヨ
点　

ル
点
か
ら
一
七
五
度
〇
〇
分
〇
〇
秒
一
五
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

タ
点　

ヌ
点
か
ら
二
〇
三
度
二
五
分
〇
六
秒
一
九
八
・
三
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

レ
点　

リ
点
か
ら
二
〇
六
度
〇
〇
分
〇
〇
秒
一
六
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ソ
点　

チ
点
か
ら
一
八
〇
度
〇
〇
分
〇
〇
秒
一
二
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ツ
点　

ヘ
点
か
ら
一
二
二
度
三
〇
分
〇
〇
秒
一
〇
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ネ
点　

ハ
点
か
ら
一
六
六
度
三
〇
分
〇
〇
秒
八
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ナ
点　

イ
点
か
ら
一
五
九
度
〇
〇
分
〇
〇
秒
七
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
二
号

　

七
ヶ
浜
町
か
ら
仙
塩
広
域
都
市
計
画
決
定
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年

法
律
第
百
号
）
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
三
月
三
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

仙
塩
広
域
都
市
計
画
地
区
計
画

　

２　

名
称　

菖
蒲
田
浜
地
区
計
画

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
三
号

　

七
ヶ
浜
町
か
ら
仙
塩
広
域
都
市
計
画
決
定
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年

法
律
第
百
号
）
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
三
月
三
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

仙
塩
広
域
都
市
計
画
地
区
計
画

　

２　

名
称　

代
ヶ
崎
浜
Ａ
地
区
計
画

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
四
号

　

七
ヶ
浜
町
か
ら
仙
塩
広
域
都
市
計
画
決
定
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年

法
律
第
百
号
）
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
三
月
三
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

仙
塩
広
域
都
市
計
画
地
区
計
画

　

２　

名
称　

代
ヶ
崎
浜
Ｂ
地
区
計
画

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
五
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
仙
塩
広
域
都
市
計
画
を
次
の
と
お
り
変
更
し
た
。

　

な
お
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
都
市
計
画
に

つ
い
て
の
関
係
図
書
を
宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
三
月
三
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類

　
　

仙
塩
広
域
都
市
計
画
区
域
区
分

二　

都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
土
地
の
区
域

　

１　

市
街
化
調
整
区
域
か
ら
市
街
化
区
域
に
変
更
し
よ
う
と
す
る
土
地
の
区
域
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岩
沼
市　

�

下
野
郷
字
出
雲
屋
敷
、
同
字
上
江
川
、
同
字
北
坪
、
同
字
北
長
沼
、
同
字
新
田
、
同
字
中
坪
、
同
字

中
谷
地
、
同
字
荷
揚
場
及
び
同
字
南
坪
の
各
一
部

　
　
　

名
取
市　

植
松
字
稔
田
、
同
字
南
、
同
字
下
札
前
及
び
本
郷
字
下
道
清
の
各
一
部

　

２　

市
街
化
区
域
か
ら
市
街
化
調
整
区
域
に
変
更
す
る
土
地
の
区
域

　
　
　

な
し

公
　
　
　
告

〇
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）
第
五
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
都
市

計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
次
の
開
発
区
域

（
工
区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
七
年
三
月
三
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一�　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

　

亘
理
郡
亘
理
町
字
下
茨
田
五
十
二
番
一
、
五
十
二
番

四
、
五
十
二
番
五
、
六
十
番
一
、
六
十
番
四
、
七
十
三
番

一
、
七
十
三
番
二
、
七
十
四
番
一
、
八
十
三
番
一
、
八
十

四
番
、
九
十
五
番
、
九
十
六
番
一
、
百
六
番
一
、
百
七
番
、

百
十
九
番
、
百
二
十
番
一
、
百
二
十
番
二
、
百
三
十
三
番

一
、
百
三
十
四
番
、
百
四
十
八
番
、
百
四
十
九
番
一
、
百

五
十
八
番
一
、
百
五
十
八
番
二
、
百
五
十
九
番
、
百
六
十

番
、
百
七
十
四
番
、
百
七
十
五
番
一
、
百
七
十
五
番
二
、

百
七
十
六
番
一
、
百
七
十
七
番
一
、
百
七
十
七
番
二
、
百

七
十
七
番
三
、
百
七
十
七
番
四
、
百
九
十
一
番
、
五
十
二

番
一
地
先
の
水
の
一
部

�

亘
理
町　
　
　
　
　
　
　
　
　
　


